
 

〒680-0846 鳥取市扇町 116田中ビル 2号館 2階   

ＴＥＬ：0857-21-6571  ＦＡＸ：0857-21-6572   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご希望の日時に専門家が事業所にお伺いし支援します。 
●事業所と専門家それぞれの承諾があれば、オンラインでの相談も可能です。 

 
   

大地震等の自然災害や感染症のまん延などをはじめとした突発的な経営環境の変化など不測

の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断せざると得なくなった場合であっても

可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示したものです。 
  

また、介護分野等においては、計画の策定以外に、研修の実施、訓練（シミュレーション）の 

実施等が義務付けられました。 
  

なお、居宅療養管理指導における BCP（業務継続計画）は、２０２７年３月末 

までの整備が義務付けられております 
 
 

令和８年度 鳥取県委託事業 「介護事業所等における BCP支援事業」 

ＢＣＰ
 無 料 相 談 ご案内

☛ お申し込み希望の方は、裏面の「無料相談申込票」を FAX(0857-21-6572)ください。 

 BCP（業務継続計画）とは  

 

・計画書は作ったが被害状況について想定・ 

 想像できない… 

本当にこれで大丈夫だろうか？ 
 

・訓練と研修って具体的にどうすればよい 
だろう？ 専門家の助言がほしい。 

 

・委員会って何すればいいんだろう？ 
 

※計画書が出来てからがスタートです！ 

相 談 費 用 
 

無 料 



 

 

 

令和８年度 鳥取県委託事業 「介護事業所等における BCP 支援事業」 

無 料 相 談 申 込 票 
 

法人名  

事業所名  

所在地 

〒        ー 

 

ＴＥＬ：       －      －         ＦＡＸ：       －      －         

担当者 

                           ふりがな 

役職                           氏 名 

Email  

BCP 

作成状況 

※該当する番号を〇で囲んでください。 

       １．作成している        ２．作成していない 

相談内容 

（具体的にご記入下さい） 

希望相談 

日時 

第１希望        月      日  （      ：        ～      ：        ） 

第２希望        月      日  （      ：        ～      ：        ） 

第３希望        月      日  （      ：        ～      ：        ） 
  

【個人情報の取り扱いについて】 
「無料相談申込票」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、相談、支部職員による日程調整、内容確認、 

各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。 

 

【実施決定欄】                                  センター使用欄 

コンサルタント氏名 実施日時 実施場所 立会職員 

 
    年    月    日 

（   ：    ～    ：    ） 

  

 

FAX：０857―21―6572 
【申込日】 

年  月  日 


